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国民年金

　

平
成
１７
年
１０
月
か
ら
、
年
金
を
請
求
す
る
方
の
利
便
性
の
向
上
と
裁

定
請
求
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
、
老
齢
基
礎
年
金
及
び
老
齢
厚
生
年
金
の
受

給
年
齢
を
迎
え
る
方
々
に
、
「
年
金
加
入
記
録
等
を
あ
ら
か
じ
め
印
字

し
た
年
金
の
請
求
書
（
裁
定
請
求
書
）
」
や
「
年
金
に
関
す
る
お
知
ら

せ
（
は
が
き
）
」
を
送
付
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
年

金
請
求
の
手
続
き
が
、
従
来
に
比
べ
格
段
に
楽
に
な
り
ま
す
。

送
付
時
期
・
送
付
対
象
者
等

裁定請求書の事前送付の概要
年
金
請
求
の
手
続
き
が
楽
に
な
り
ま
す
！

裁
定
請
求
書
の
事
前
送
付
を
始
め
ま
し
た

と　

き　

12
月
17
日

（土）　

午
前
９
時

30
分
〜
11
時
30
分

と
こ
ろ　

町
総
合
体
育
館
１
階
多
目

的
ホ
ー
ル

講　

師　

医
学
博
士　

梶
岡
多
恵
子

先
生
（
愛
知
学
院
大
学
心
身
科
学
部

健
康
科
学
科
助
教
授
）

定　

員　

60
名
程
度
（
応
募
多
数
の

場
合
は
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
と

さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
ご
了
承
下
さ

い
）

対　

象　

ど
な
た
で
も
О
Ｋ　

（
運

動
に
関
心
の
あ
る
方
も
、
な
い
方

も
ぜ
ひ
参
加
を
！
）

持
ち
物　

動
き
や
す
い
服
装
、
体

育
館
シ
ュ
ー
ズ
、
タ
オ
ル
、
お
茶

申　

込　

12
月
９
日

（金）
ま
で
に

健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
ま
で

問
い
合
わ
せ　

健
康
管
理
セ
ン
タ

ー　
　
　
　
　

℡
65
・
１
３
９
９

運
動

講演会のご案

内

《北勢県民局生活環境森林部生活室》
〒510-8511　四日市市新正4-21-5

TEL52-0762　　FAX52-0765

全３回　①１月20日(金)　②２月

３日(金)　③２月17日(金)　いず

れも午前10時～正午

①②朝日町教育文化施設　③川越

町いきいきセンター

稲垣　陽子氏(国際コーチ連盟プロ

フェッショナルコーチ)

30人(原則３回参加できる方)

事前予約が必要です(１歳半～６歳

まで、無料)

無　料

役場企画情報課備え付けの申込書

に記入の上、郵送・ファクスで北

勢県民局生活環境森林部生活室ま

で(１月10日(月)必着)

と き

と こ ろ

講 師

定 員
託 児

受 講 料
申 込 方 法

人と人を結ぶコミュニケーション講座
～コーチングであなたの輝きをさらにアップ～
人と人を結ぶコミュニケーション講座
～コーチングであなたの輝きをさらにアップ～

昭和16年1月2日以降に生まれた方
　‥・65歳になる3ケ月前に送付

http://www.sia.go.jp/

昭和21年1月2日以降に生まれた方
　・‥60歳になる3ケ月前に送付

ボ
デ
ィ
デ
ザ
イ
ン
で

キ
レ
イ
・
か
っ
こ
い
い
・
引
き
締
ま
っ
た
ウ
エ
ス
ト

                          

を
手
に
入
れ
ま
し
ょ
う
！

　車にステッカーを貼り

町内を車で走ることによ

り不審者による車での連

れ去り等の犯罪から子ど

もたちを守る。

　小中学生等が登下校途中に被

害に遭いそうになった時や体調

が急に悪くなった時に助けを求

めたりした場合、子どもを保護

するところです。

　川越町青少年育成町民会議

は町内の子どもたちの安全を

守るために関係機関と協力し

合って取り組みを行っていま

す。

　現在、子どもをまもるタス

キをかけて協力頂ける方を募

集しています。詳しくは生涯

学習課（TEL66－7140）まで。

　地域の方が普段の散歩・習

い事の送り迎えなどタスキを

掛けてパトロールを行うこと

により犯罪を防止する。

①
60
歳
に
特
別
支
給
の
老

齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
（
年

金
を
受
け
る
権
利
）
が
発

生
す
る
方
に
つ
い
て
は
、

「
裁
定
請
求
書
」
を
送
付

し
ま
す
。

②
65
歳
か
ら
老
齢
基
礎
年

金
、
老
齢
厚
生
年
金
（
厚

生
年
金
保
険
・
船
員
保
険

の
加
入
者
期
間
が
あ
る
方
）

の
受
給
権
が
発
生
す
る
方

に
つ
い
て
は
、
受
給
資
格

が
あ
る
旨
及
び
特
別
支
給
の
老
齢
厚

生
年
金
の
受
給
権
（
※
）
に
つ
い
て

記
載
し
た
「
年
金
に
関
す
る
お
知
ら

せ
（
は
が
き
）
」
を
送
付
し
ま
す
。

※
厚
生
年
金
保
険
の
加
入
期
間
が
12

ケ
月
未
満
で
あ
っ
た
方
が
、
12
ケ
月

以
上
に
な
っ
た
と
き
は
、
特
別
支
給

の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
が
発
生

し
ま
す
。

③
社
会
保
険
庁
が
基
礎
年
金
番
号
で

管
理
し
て
い
る
年
金
加
入
記
録
の
み

で
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

が
確
認
で
き
な
い
方
に
つ
い
て
は
、

年
金
加
入
期
間
の
確
認
を
促
す
た
め

の
「
年
金
に
関
す
る
お
知
ら
せ
（
は

が
き
）
」
を
送
付
し
ま
す
。

①
65
歳
に
老
齢
基
礎
年

金
、
老
齢
厚
生
年
金
（
厚

生
年
金
保
険
・
船
員
保

険
の
加
入
期
間
が
あ
る

方
）
の
受
給
権
が
発
生

す
る
方
に
つ
い
て
は
、

「
裁
定
請
求
書
」
を
送

付
し
ま
す
。

②
60
歳
か
ら
64
歳
ま
で

に
間
に
特
別
支
給
の
老

齢
厚
生
年
金
の
受
給
権

が
発
生
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
年
金
の
決
定
が

さ
れ
て
い
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
「
裁

定
請
求
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ  

町
民
環
境
課

 　
　
　
　
　
　

 

℡
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・
７
１
１
５

「裁定請求書の事前送付」について
詳しくは社会保険庁ホームページ

をご覧ください！


